
該当箇所 準拠条文

車両系荷役運搬機械等を用いて行う作業 安衛則１５１の４

車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着・取り外し作業 安衛則１５１の１５

車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着・取り外し作業 安衛則１６５

１つの荷の重量が１００ｋｇ以上のものを不整地運搬車に積卸しする作業 安衛則１５１の４８

１つの荷の重量が１００ｋｇ以上のものを構内運搬車に積卸しする作業 安衛則１５１の６２

１つの荷の重量が１００ｋｇ以上のものを貨物自動車に積卸しする作業 安衛則１５１の７０

コンクリートポンプ車の輸送管等の組立・解体作業 安衛則１７１の３

くい打機・くい抜き機・ボーリングマシンの組立て・解体・変更・移動作業 安衛則１９０

高所作業車を用いて行う作業 安衛則１９４の１０

高所作業車の修理又は作業床の装着・取り外しの作業 安衛則１９４の１８

危険物を製造又は取扱う作業 安衛則２５７

導火線発破作業 安衛則３１９

電気発破作業 安衛則３２０

停電作業・高圧活線（近接）作業・特別高圧の活線（近接）作業 安衛則３５０

明り掘削により露出したガス導管の防護の作業 安衛則３６２

１つの荷の重量が１００ｋｇ以上のものを貨車等に積卸しする作業 安衛則４２０

建築物・橋梁・足場等の組立て・解体・変更の作業
（作業主任者を選任しなければならない作業を除く）

安衛則５２９

高さ２ｍ以上の箇所でのロープ作業（ロープ高所作業） 安衛則５３９の６

クレーンの組立て・解体作業 クレーン則３３

移動式クレーンのジブの組立て・解体作業 クレーン則７５の２

デリックの組立て・解体作業 クレーン則１１８

天井クレーン等の点検等の作業 クレーン則３０の２

建設用リフトの組立て・解体作業 クレーン則１９１

災害復旧工事で作業指揮者を選任すべき作業


